
改 正 前 (～R4.3.31) 改 正 後 (R4.4.1～)

・複数施設の兼任は原則不可

・統一的管理性が確保されて
いる場合に限り、兼任可能

・所有者等が

「業務の遂行に支障がないこと※」

を確認できれば、兼任可能

・兼任可能を確認した

書面（確認書）の作成※・保管義務あり

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（建築物衛生法）

【法令の主な改正内容】

空気環境の基準などが改正されました
（令和４年４月１日～）

空気環境の基準の強化（一酸化炭素の含有率、温度）

項 目 改 正 前 (～R4.3.31) 改 正 後 (R4.4.1～)

一酸化炭素の含有率 10 ppm 以下 6 ppm 以下

温度
17 度 以上

28 度 以下

18 度 以上

28 度 以下

建築物環境衛生管理技術者の兼任緩和に関する事項

【担当・連絡先】
札幌市保健所 生活環境課 ビル衛生係
電話：011-622-5165

【届出時の添付書類の追加について（R4.4.1～）】

※「業務の遂行に支障がないこと」の確認手順や

確認書に必要な項目については、

厚生労働省のＱ&Ａをご確認ください。

check

archive

厚生労働省 HP

厚生労働省 建築物衛生 改正

検 索

さっぽろ市
02-F06-22-851
R4-2-645

管理技術者の兼任を行った場合は、届出時に「確認書の写し」の添付が必要になります。

届 出 添 付 書 類

特定建築物変更届書 確認書の写し、免状の写し（原本を持参）、履歴書

特定建築物届書 確認書の写し、免状の写し（原本を持参）、履歴書、各種図面等


